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ＢＩＺ－ＷＥＢ振込限度額設定・変更依頼書 

  
年   月   日 

株式会社 第四北越銀行 御中 
 
私（当社）が利用している「ＢＩＺ－ＷＥＢ」の１日あたりの振込限度額について、下記のと

おり設定（変更）したく申し込みます。なお、この件について万一事故が生じた場合は、私（当

社）が一切の責任を負い、貴行には迷惑をかけません。 
 
               住 所 
 
               氏 名 

                                             

             （ご担当者様名：     日中の連絡先：     -    -   ） 

◆代表口座をご記入願います。 

 
◆ご希望限度額（※）についてご記入願います。（※）原則、平均月商 2 か月分の金額まで 

     ↑いずれかに○をつけてください。 
 

◆告知事項についてご記入願います。 

 
以 上 

 

 

 

 

 

 

 

                            

店番号 支店名 
お届印 

預金科目 口座番号 
   

 
 

銀行使用欄 
(印鑑照合) 

□普通  □当座 

        

 
代表口座、利用口座すべてに 
右記の限度額を設定する 

       

   
 代表口座、利用口座ごとに個別の限度額を設定する。 

新規時：代表口座を含めた全口座と限度額を裏面にご記入ください 
変更時：変更（利用を追加）する口座と限度額を裏面にご記入ください 

平均月商 
（季節により不規則の場合、最大で可） 

千円  

平均月商２か月分を超える限度額を 
ご希望の場合※、引上げ理由 

 
 
 
 

代表口座CIF  

受付日  

受付店  

※コンプライアン

ス統括部への送付 S 照査 係印 

要 ・ 不要  
 

銀行使用欄 

・写し①をお客さま控として返却、写し②を受託センターへ文書授受システム

で送付する。 

・僚店受付時は、原本を代表口座店に送付する。代表口座店は BIZ-WEB 利用申

込書（営業店控）に添付し保管する。 
※該当する場合、コンプライアンス統括部（マネロン）へパワーエッグメール

で送付する。 

[平均月商について] 

法人以外のお客さまは 1 年の収入額を年商とみなす。（1 年の収入額÷12 を 

平均月商とみなす）新事業等で月商がない場合は、見込みの月収を記入。 

十億        百万          千         円 
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店番号 支店名 振込限度額 
(原則、平均月商 2 か月分の金額まで) 預金科目 口座番号 

   
 

          

 
       

   
 

          

 
       

   
 

          

 
       

   
 

          

        

   
 

          

 
       

   
 

          

 
       

   
 

          

 
       

   
 

          

 
       

   
 

          

 
       

   
 

          

 
 

       

□普通 □当座 

□貯蓄 □当貸 

十億          百万          千           円 

十億          百万          千           円 

十億          百万          千           円 

十億          百万          千           円 

十億          百万          千           円 

十億          百万          千           円 

十億          百万          千           円 

十億          百万          千           円 

十億          百万          千           円 

十億          百万          千           円 

□普通 □当座 

□貯蓄 □当貸 

□普通 □当座 

□貯蓄 □当貸 

□普通 □当座 

□貯蓄 □当貸 

□普通 □当座 

□貯蓄 □当貸 

□普通 □当座 

□貯蓄 □当貸 

□普通 □当座 

□貯蓄 □当貸 

□普通 □当座 

□貯蓄 □当貸 

□普通 □当座 

□貯蓄 □当貸 

□普通 □当座 

□貯蓄 □当貸 


